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国 内 輸 入

検査対象 ＳＲＭ除去 その他の動き 米国・カナダ ヨーロッパ

Ｈ ８． ３ 英国産：禁止
ＥＵ産：禁止Ｈ１２．１２

Ｈ１３． ９
Ｈ１３．１０ 全頭検査 ・肉骨粉飼料完全禁止

Ｈ１４． ６ ・牛海綿状脳症対策特
別措置法の公布

カナダ産：禁止
米国産：禁止Ｈ１５． ５

Ｈ１５．１２

Ｈ１６． ２ ・せき柱も使用禁止
Ｈ１７． ８ ２１か月齢以上
Ｈ１７．１２ ２０か月齢以下

国内で１頭目のＢＳＥ感染牛確認

■ BSE対策の経緯

・除去・焼却義務づけ
-頭部（舌・頬肉以外）

-せき髄
-扁桃
-回腸遠位部

Ｈ１７．１２ ２０か月齢以下
輸入再開
※Ｈ18.1～7 混載事例
発生のため米国産の
輸入手続停止

Ｈ２１． ４
Ｈ２１． ５

・ピッシング禁止
・ＯＩＥで「管理された

リスクの国」と認定

Ｈ２５． ２ ・３０か月齢超のせき柱使用禁
止

・ＯＩＥで「無視できる
リスクの国」と認定

３０か月齢以下 フランス（３０か月
齢以下）、オラン
ダ（１２か月齢以
下）輸入再開

Ｈ２５． ４ ３０か月齢超

Ｈ２５． ７ ４８か月齢超

Ｈ２７． ３ 頭部の皮を除外

Ｈ２８． ６ めん羊・山羊１２ヶ
月齢超検査を廃止

めん羊・山羊のSRM変更

除去・焼却義務づけ
・３０か月齢超の頭部（舌・頬肉

以外）、せき髄
・全月齢の扁桃、回腸遠位部
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（15か国で
すでに廃止）








